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保護者様 

 

柏市立逆井小学校 

校長 長島麻利子 

 

令和５年５月８日以降の逆井小学校における新型コロナウイルス感染症にかかる 

対応について 

 

 新緑の候、保護者の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上

げます。日頃より本校の教育活動にご理解、ご協力いただき誠にありがとうござい

ます。 

 さて、新聞等の報道でご承知のとおり、国により新型コロナウイルス感染症が５

類感染症に変更されました。それに伴い、柏市教育委員会より、メールにて「５月

８日以降の学校における対応や欠席等の取り扱い」について連絡したところです。 

 つきましては、本校におきましても、新型コロナウイルス感染症が流行する以前

に日常の学校生活において行われたことを基本としつつ、継続して必要な感染症対

策を講じながら子どもたちが安心して充実した学校生活を送れるよう以下のとおり

取り組んでまいります。保護者の皆様にもご理解、ご協力の程よろしくお願いいた

します。 

 

記 

 

１．継続する感染症対策 

  ・朝の健康観察で子どもたちの体調を確認する。 

    ※保護者の皆様におかれましても、お子さんの登校前の健康状態を確認し、 

発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には無理をせず、自 

宅で休養させるようお願いします。 

  ・手洗いの励行（ハンカチ、ティッシュの携帯） 

  ・換気の徹底、座席間の距離の確保、間近で会話や発声をする密接場面を長時 

間行わないなど、可能な限り３密を避ける。 

  ・給食時は全員マスクをしての配膳を継続する。しばらくの間対面しない形で 

喫食する。 

 

２．欠席等の取り扱い 

  ・新型コロナウイルス感染症を罹患した場合「発症した後５日を経過し、かつ 

症状が軽快した後１日を経過するまで」が出席停止の期間となる。自宅療養 

期間のためこの期間にオンラインでの学習は行わない（インフルエンザ等も 

同様）。 



・家族が陽性であっても、本人に体調不良が無ければ登校可能である。 

  ・本人が風邪症状で欠席した場合、出席停止になる感染症でない時には、欠席 

扱いとなる。 

  ・感染が不安で欠席した場合「同居家族に高齢者や基礎疾患があるものがいる 

などの事情があって合理的な理由があると校長が判断する場合」には従来ど 

おり欠席とはしない取り扱いが可能である。 

 

３．その他 

  ・健康であればマスクは一人ひとりの判断でつけてもつけなくても良い。 

  ・感染の広がりが見られた場合には、状況に応じて感染症対策を講じていく。 

  ・今年度予定される行事については、新型コロナウイルス感染症が流行する以 

前に日常の学校生活において行われたことを基本として、検討、実施してい 

く。行事の内容等については日時が近づいた際に手紙等で知らせる。 

 

 

 


